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平成 31年第２回教育委員会定例会会議録 

 

１ 開会宣言  平成 31年２月 15日（金）午後１時 30分 

２ 場  所  三条市役所栄庁舎 応接室 

３ 出 席 者  長谷川教育長、長沼委員、渡辺委員、小林委員、佐藤委員 

４ 説明のための出席者 

栗山教育部長、遠藤教育総務課長、栗林子育て支援課長、 

髙橋小中一貫教育推進課長、捧教育センター長、笹倉生涯学習課課長補佐、 

大谷教育総務課課長補佐、西澤教育総務課庶務係長 

５ 傍 聴 人  ２人 

６ 議 題       

(1) 会議録の承認 

  平成 31年第１回教育委員会定例会会議録 

(2) 報告 

報第１号 専決処分報告について（平成 30 年度三条市一般会計補正予算（教育委員会所

管分）） 

報第２号 図書館等複合施設建設基本計画の中間報告について 

報第３号 小中一貫教育実施状況について 

報第４号 平成 30年度三条市立学校卒業式参列者について 

(3) 議事 

議第１号 文化財保護に関する事務の移管について 

議第２号 三条市子ども医療費助成条例の一部改正について 

議第３号 平成 30年度三条市一般会計補正予算（教育委員会所管分）について 

議第４号 平成 31年度三条市一般会計予算（教育委員会所管分）について 

議第５号 三条市教育事務の職務権限の特例に関する条例等の一部改正について 

(4) 次回教育委員会定例会の日程について 

７ 審議の経過及び結果 

(1) 会議録の承認について 

長谷川教育長から平成 31年第１回教育委員会定例会会議録について諮り、承認と決定 

（長谷川教育長） 

この場でしばらく休憩をさせていただきたいと思います。 
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―休憩― 

 

―再開― 

「報第１号 専決処分報告について（平成 30 年度三条市一般会計補正予算（教育委員会

所管分））」、「議第２号 三条市子ども医療費助成条例の一部改正について」、「議第３

号 平成 30 年度三条市一般会計補正予算（教育委員会所管分）について」及び「議第４号 

平成 31 年度三条市一般会計予算（教育委員会所管分）について」は三条市教育委員会会議

規則第 33 条の規定により非公開とする提案が長谷川教育長からあり、全員異議なく非公開と

決定 

                                            

(2) 報告 

  報第２号 図書館等複合施設建設基本計画の中間報告について 

   笹倉生涯学習課課長補佐が説明 

  （小林委員） 

    駐車スペースについて、ある程度の駐車場を用意するとありますが、何台くらいを想

定されていますか。また、グラウンドは現状のままなのでしょうか。何か二次的な利用

をすることも想定されているのでしょうか。 

  （笹倉生涯学習課課長補佐） 

    駐車場の台数につきましては、計算をしたわけではありませんが、80台程度を想定し

ております。 

また、二次的な利用につきましては、例えば 80 台程度の駐車場となった場合は、グ

ラウンドのその他のスペースが十分に残ることから、そこをイベントスペースとして活

用してまいりたいと考えております。 

今後検討を重ねる上で、もし駐車場の規模が変わった場合におきましても、いかにも

駐車場というスペースではなく、イベントにも活用できるような意匠にも配慮した空間

にしてまいりたいと考えております。 

  報第３号 小中一貫教育実施状況について 

   捧教育センター長が説明 

質疑に入るが質疑なく、質疑終結 

報第４号 平成 30年度三条市立学校卒業式参列者について 

遠藤教育総務課長が説明 

質疑に入るが質疑なく、質疑終結 
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(3) 議事 

議第１号 文化財保護に関する事務の移管について 

遠藤教育総務課長が説明 

質疑に入るが質疑なく、質疑終結 

（長谷川教育長） 

この場でしばらく休憩をさせていただきたいと思います。 

 

―休憩― 

 

―再開― 

「議第５号 三条市教育事務の職務権限の特例に関する条例等の一部改正について」を日

程に追加するとともに、同議案は三条市教育委員会会議規則第 33 条の規定により非公開と

する提案が長谷川教育長からあり、全員異議なく日程の追加及び非公開と決定 

                                            

(4) 次回教育委員会定例会の日程について 

遠藤教育総務課長から提案があり、教育長が諮り次のとおり決定 

     〔日時〕平成 31年３月 25日（月）午後３時 

〔会場〕三条市役所栄庁舎 応接室 

                                            

８ 閉会宣言  午後３時８分 

    三条市教育委員会会議規則第 38 条及び第 39 条の規定により、会議の顛末を記載してここ

に署名する。 

                        三条市教育委員会 

                         教育長 長谷川 正二 


